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泣
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O
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互
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)

之
代
依
る
狩
は
第
一
草
案
第
一
臼
十
八
僚
と
異
る
所
は
喰
茶
要
件
の
黙
に
わ

b
、
印
ち
英
第
百
十

八

僚

に

於

℃

は

例

代

理

櫨

が

怯

体

行

絡

に

依

b
℃
授
興
せ
ら
れ
た
る
と
と
及
川
W
薬

代

理

棋

が

特
定
の
法
律
行
翁
に
関
す
る
乙
と
の
二
ケ
僚
件
を
必
要
と
な
し
た
れ
ど
も
・
第
二
草
案
策
百
一
一
一

十

六

傑

第

二

項

は

第

二

の

要

件

を

削

除

し

之

代

代

ふ

る

に

代

理

人

が

代

理

機

授

輿

者

の

特

定

の

指

定

に

従

ぴ

て

行

殺

を

絡

す

乙

と

の

要

件

を

以

℃

し

之

に

依

b
℃

本

項

の

通

用

の

織

図

を

機

張

せ

b
而
し
℃
英
資
質
の
貼
に
閥
し
℃
は
み
引
く
何
等
の
謎
更
を
加
よ
る

ζ

と

無

し

現

行

湖

滋

民

法

務

百

六

十

六

僚

第

二

項

も

亦

会

く

之
1

乙
其
意
義
b
L

同
ょ
す
る
乙
と
前
過
の
如
し
。

第

百

六

十

六

僚

第

二

項

制

定

の

由

来

概

略

新

の

如

く

な

れ

ば

其

続

本

に

様

は

る

腐

の

所

制

基

礎
伽
概
念
は
容
易
に
之
乞
知
る
こ
と
を
符
ぺ
し
在
比
之
を
路
記
せ
ん
。

信

任

主

義

は

会

く

本

項

の

奥
A

リ
知
る
所
に
非
ら
ず
授
般
職
行
潟
と
代
理
行
錯
之
の
聞
に
存
す
る

関

係

に

竹

℃

は

従

来

二

ケ

の

見

解

わ

ら

二
ケ
の
法
律
行
線
I
乙
滞
す
も
の

一

は

此

等

二

ケ

の

意

思

表

示

を

以

て

全

然

獅

立

せ

る

一

は

此

等

ニ

ヶ

の

意

思

表

示

を

以

て

第

三

者

代

謝

し

℃

銘

じ

允

る

箪

位

的

法

枠

行

潟

の

各

分

子

な

b
p乙
銭
す
も
の
是
な

b
等

二

委

員

食

に

於

い

℃

第

二

の

見

解

を

基

礎

と

せ

る

修

正

説

k
出
だ
し
第
一

草

案

第

百

十

七

傑

及

第

百

十

八

僚

を

全

然

削

除

し
℃
之
に
代
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
あ
・
9
し

も

遂

に

同

舎

の

容

る

、'所
f
乙
な
ら
公
ム
リ
主
而
し

℃
闘
合
は
お
に
第
一

の
見
解
を
採
ら
た
る
回
目
を
明
言
し
た
ら
(
属
国
立
op
伊・

P

0
・
m
・吋
ωω)

日
記
故
に

縦

令

本

人

が

特

定

の

お

闘

を

奥

ふ

る

乙

と

わ

る

も

此

指

闘

は

代

理

行

鴻

の

一
分
子
を
銭
す
も

の
I
C

見

る

事

能

は

ず

蓋

し

此

指

簡

な

る

も

の

は

一

ク

の

意

思

表

示

に

し

て

第

三

者

に

製

す

る

関
係
上
よ

b
見

る

時

は

委

任

行

筋

又

は

授

機

行

錦

之

会

〈

某

性

質

を

同

ふ

す

る

も

の

な

れ

ば

39 
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h
y
e

代

現

行
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議

川

す

五
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代

理

行

銭

の
J

要
件
お
部
川
す

五
八
一
…

40 

本
s

項

は

所

綴

意

思

主

義

を

探

り

た

る

や

.1ι

い
ふ
に
此
主
義
に
属
す
る
準
設
中
所
詔
一
一
一
方
行
鍔

説
は
之
+
ピ
採
ら
ま
る
と
と
一
紡
の
疑
無
言
路
代
し
℃
特
に
説
明
を
加
ふ
る
の
必
一
換
を
見
ず
ミ

ツ

タ

イ

ス

等

の

所

設

は

如

何

な

b
や
l

乙

問

ょ

に

此

貼

は

少

し

〈

疑

問

の

中

に

脱

す

る

に

似

た

A

リ

而

し

℃

菅

に

之

を

一

見

す

る

時

は

其

主

義

を

採

b
た
る
や

の

外

脱

線

3
に

非

ら

ず
H
A
品
れ
事

者
が
第
二
項
の
解
脚
仰
な
鼻
、
に
す
る
に
至
A

り

た

る

主

要

な

る

原

凶

な

h
J
J」
す
然
れ

E
も
間
平
に

般

的

代

理

権

の

場

合

に

於

て

之

を

採

ら

去

る

の

み

な

ら

ず

所

絹

限

定

的

代

理

機

の

場

合

に

あ

A
ツ

て

も

亦

会

《

之

を

採

ら

没

る

乙

と

は

前

越

本

項

制

定

の

出

来

に

徴

し

て

別

総

な

る

べ

し

恥

山
学
者
の
疑
問
'
と
す
る
彪
は
も
し
来
じ
て

民

泌

が

共

同

行

潟

殺

を

採

ら

す

と

せ

ば

何

般

に

本

人

の

知

若

し

く

は

過

失

不

知

を

悶

λ
乙

之

ト

縛

し

た

b
や
の
一

中

に

拾

3
℃

喰

問

中

に

英

理

論

を

貫

徹

せ

ん

と

欲

す

る

事

者

の

眼

底

に

映

ず

る

よ

b
し

℃

之

を

結

に

あ

b
勿

論

意

思

主

義

を

脳

考

ふ

る

仰

は

勤

、

わ

る

疑

問

を

殺

す

る

乙

と

…

総

理

無

3
に

非

ず

之

い

へ

ど

も

而

も

民

訟

は

後

J
 Jt r
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v
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に

説

明

す

べ

き

他

の

現

出

わ

り

て

殊

況

に

某

潔

論

を

貫

徹

す

る

ζ

と

を

斜

ロ

N
1

・9
し
な
台
。

khr
、，

o
〉

・

7

'

-

a

会

カ

握

舎

に

立

法

の

方

法

k
m似
想
し
℃
其
取
拾
如
何
を
述
べ
・
が
う
た
る
は
+
ー
と
し
℃
忠
常
列

-

白

Y

‘EE
-
-
a
r
ν
供
、
h

・t

，
.
E

，...i

を

簡

略

な

ら

し

h
u

る

を

目

的
1
乙
な
せ
る
所
以
に
外
な
ら
ず
も

然

ら

ば

第

百

六

十

六

依

第

二

項

は

如

何

な

る

主

義

に

基

h
d

た

る

や

t
い
P
A

に

第

♂

民

同

l
H
K、
こ

一

下

t
勺

1
〈

斗
J
a
F
I
町

同
b
く
代
表
主
義
に
来
一
う
た
る

乙

之

一

授

の

続

だ

も

怒

れ

wd
る
彪
な
ら
第
一

川

A

F
ミ
、
b
b
h
1
4
r
a
f

t
-
2
M一
H
4
1
I一
カ

一
五
々
斯
の
如
主
任
意
的
代
理
機
に
悲
h
d
て

法

件

行

錦

を

な

し

た

る

場

合

と

撒

ど

も

猶

英

決

枠

行

絡

は

代

理

人

自

己

の

法

枠

一

初

対

た

る

乙

之

を

失

は

ず
l
p
L

い

へ
る
は
一
止
に
之
を
校
明
し
℃
依

'
り
わ
・
9
と
い
ふ
ぺ
し
唯
周
辺
白
書
は
廷
に
本
人
は
茶
窓

m仙
の

決

定

に

影

響

を

奥

へ

随

つ

に
参
興
す
と
一
万
へ

て
之

る
が
故
に
川
柳
か
疑
惑
を
生
ず
る
の
良
な

S
K
非

ず

と

い

へ

yh
も

而

も

之

を

以
て
共
同
行
潟
設
を
抹
ら
た
る
の
ふ
必
な
眠
示
せ
る
も
の
?
乙
解
す
る
乙
と
れ
γ
ム
w
ず

険

例

外

乞

設

け
た
る
深
山
ケ
二
不

3
ん

と

す

る

の

脇

怠

に

出

た

る

も

の

な

b
、
議
し
法
枠
は
仮
令
特
定
の
委
員

お

し

く

は

お

側

わ

る

も

是

れ

皆

本

人

i
L
代

別

人

と

の

聞

に

起

る

ぺ

さ

意

思

を

表

示

に

し

℃

此

怠
思
表
示
。
ゼ
材
料
I
乙

し

℃

廷

に

第

三

者

に

測

し

一

ケ

の

意

思

表

示

す

べ

き

や

否

や

の

決

定

は

代
均
一
人
柳
川
λ

ソ
之
を
銘
す
べ
お
も
の
1
乙
観
念
せ
る

は

}V3宇
日
円
。
に
ぬ
の
説
明
に
よ
E

り
℃
明
ー
か
な
れ
ば

な

b
(
5
c
m向。ロ
-
p
p・
0

加、

ap)例
外
I

乙
は
印
ち
本
人
が
特
定
の
お
闘
を
輿
へ
代
期
一
人
が
之
に
従

び

℃

行

潟

を

殺

し

た

る

場
A

仔

之

本

人

の

知

も

し

く

は

過

失

不

知

も

亦

之

を

問

λ
、
と
と
潟
し
た

4"1 

る
事
政
芯
な

b
治
し
此
刷
物

A
n
k
，
於
℃
本
人
の
参
加
わ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
全
く
・
之
を
問
は
診
る
も

代

現

行

伐

の

嬰

件

か

詐

寸

:Ii 
j¥ 



伐

理

行

鍔

の

要

件

品

輸

討

す

五
八
四

'12 

の

ιす
る

時

は

賓

際

上

援

し

主

弊

害

k
生

ず

る

の

恐

れ

め

る

が

放

な

A
P

然

れ

yw
も

是

を

以

℃

英

根

本

の

主

義

に

綾

更

を

加

へ

た

b
と
結
局
す
は
制
限
謬
の
装
し
ち
も
の
と
い
は
診
る
べ
か
ら
ず
。

以
上
読
さ
京
市
れ
る
所
に
依

b
抗
議
の
的
学
者
の
解

P

蒋

の

諜

謬

に

陥

λ

リ

た

る

所

以

は

容

易

に

之

れ

を

強

知

す

る

乙

と

を

符

ぺ

し

郎

ち

ク

る

代

迎

行

錯

の

内

容

を

二

ク

に

分

離

し

℃

観

察

す

る

に

去

b
た

る

は

意

思

主

義

中

三

方

行

線

ロ

!

メ

ー

が

第

百

六

十

六

傑

第

二

項

の

婆

件

を

兵

m
仰
せ

設

其

も

の

に

支

配

せ

ら

れ

た

る

の

結

果

に

非

公

る

も

の

と

す

る

も

英

設

の

悶

つ

℃

生

b
た
る

線

向

に

共

源

右

殺

し

た

る

乙

と

蓋

し

疑

を

容

れ

去

る

所

な

b
而

し

℃

其

内

容

の

ニ

ク

の

部

分

中

本

人

の

指

闘

の

範

国

内

に

崩

す

る

部

分

を

以

℃

共

同

行

鶏

と

し

℃

取

扱

ょ

に

歪

ム

リ

た

る

は

ミ

ツ

タ

E
q

ス
等
の
附
設
に
賛
同
を
中
一
ぶ
し
た
る
の
結
果
之
見
る
之
と
を
符
べ
し
而
し
て
茶
所
設

の

窓

を

貫

徹

せ

ん

le刊
す
る
の
念
慮
よ

b
し

℃

遂

に

第

二

項

の

規

定

の

み

を

以

℃

足

れ

b
i」
せ

ず

一

般

の

原

則

を

引

用

し

来

b
以
℃
共
鮮
制
作
を
金
と
ノ
せ
ん
と
す
る
に
支

9
た

る

も

の

な

b
故

に

此

解

稗

以

第

二

項

の

基

礎

概

念

を

誤

解

し

若

し

く

は

斜

滅

す

る

も

の

に

し

℃

共

根

底

よ

λ
ソ

設
ま
れ
る
も
の
と
設
は
没
る
可
わ
ら
ず
。

ゴ

ー

ザ

ッ

ク

が

此

場

合

に

属

す

る

代

理

行

潟

の

法

律

上

の

性

質

を

以

っ

て

争

以

わ

る

も

の

と

な

"、.~-.、....

毎

・

し
際
問
た
る
説
明
を
興
へ
》
『
λ

リ
し
は
立
法
の
本
国
同
を
究
ゆ
w
d

る

の

殺

す

虎

に

し

℃

随

つ

℃
立
九

解
限
枠
亦
正
鵠
を
得
た
る
も
の
i
乙

い

ふ

可

か

ら

ず

殊

に

錯

誌

の

場

合

を

特

記

し

℃

此

場

合

に

限

ム
ツ
信
任
主
義
を
採
・
り
た
る
が
如
含
解
蒋
乞
錯
す
に
歪
ム
リ
た
る
は
巣
し
℃
如
何
な
る
理
由
に
悲

き

た

る

か

脚

が

了

解

に

苦

し

h
u

虎

な

れ

r
も
蓋
し
本
人
の
指
闘
に
某
一
主
た
る
意
思
表
示
の
部

分

の

純

闘

が

著

し

〈

大

な

る

場

合

代

於

℃

は

共

関

係

は

寅

際

上

に

蛍

つ

℃

は

使

者

関

係

と

殆

r九

r得
点

底

無

尽

に

至

る

が

故

に

仮

令

代

理

人

代

錯

説

ゐ

る

も

本

人

に

之

制

球

b
d

以

上

は

賞

際

上

殆
F
A
E
A付

加

砕

を

成

ぜ

ま

る

に

歪

る

を

以

℃

の

放

な

ら

ん

然

れ

ど

も

前

拐

の

如

く

第

二

項

は

代

表

主

義

を

以

℃

共

基

礎

I
C

な

す

が

故

に

苛

も

共

関

係

に

し

℃

代

理

関

係

に

属

す

る

以

上

は

代

糊

他

人

の

錯

設

は

常

に

代

理

行

錯

に

其

影

響

を

及

ぼ

す

も

の

と

銭

3
ャ
る
ぺ

か
ら
ず
。

最
後
に

A
Y
，

y
ン

プ

Y

ヒ
の
解
時
併
を
見
る
に

J
吋
O
円

何
一
日
付
目
白

〉
ず
∞

oyロ
2
0ロ
向
。
ゅ

同
宣
ロ
ゲ
巾
円

凶作一円山
4
町内・

何
回
伊
ロ

問
。
宮
山
口

2
・
0
0
g
uげ
ゲ
丸
仏

O円
∞

O的
・
中

o
Z山
口
一
向
。
口
部
件
。
ロ

S
号
ぬ
け
ロ
ロ

m・
長
S
0
7
0
2
8
Z
O
H
M
ふ
8
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2円。仲
8
3
w
p口
町
内
ぽ
訴
さ

J
4山口
8
8
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5
&
o
y
向
。
吋
ね

g
o
g
p
g
o
y
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混

乱

g
o
w
S
2
r
s
z
u
長
仏
口
三
回
門
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O
P
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R

E
忌
命
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ロ
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3
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ロ
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2
w
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O
U
4
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含
吋
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F10句作円。伸一
g
o
dぐ山一
}0・
0
U
H口
氏
∞
窓
口
日

σ
R
V
E
a
m窓
口
向
。
吋
研

cm-

s
t
o
g
p
m
O氏
。
口
出
ふ
ロ
州

wrggMHHH
仏
2
J
1
2仲
B
Z門
的

OV戸内
J1拐
O
ふ
Mお
の

の

grmF侍
仲
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ふ
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吋
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窓
口
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付
門
知
町
ゲ
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ロ
ロ
吋

H
W
O
匂
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窓
口
e
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O
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ト
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ω
ぴ
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吋ぬの吋…一
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r
o
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一-m仙

之

を

前

提

と

な

し

次

代

第

百

六

十

六

傑

第

一

項

及

第

二

市

慌

に

該

憶

す

る

事

攻

守

同

断

次

に

説‘
J.l)] 

せ

b
。

と
こ
火

ν
4
1
v
t
4
L
 
つ

℃

見

れ

ば

デ

y
ン
プ

y

ヒ

は

第

百

六

十

六

僚

は

茶

柱

て

ミ

ツ

タ

イ

λ

等

と

共

lこ
P品

治

せ

し

所

の

折

衷

主

義

余

の

所

前

立

思

主

義

を

抹

h
J
わ

し

る

7

む
つ

l
-
3
L
E
J
q
匙
依
存

j

f

y

u

l

〈
本

{
7
l
d
h
M叫

Z

J11 

訪

岱

す

る

事

項

を

説

明

寸

'

る

に

蛍

h
J
℃

は

法

規

の

怠

義

明

断

に

し

℃

一
一
織
の
疑
念

を

挟
h
u

の

総

地

銀

3
が

放

に

本

人

の

知

若

し

く

は

泡

失

不

知

も

亦

之

を

問

P
A
ぺ

し
と
は
一
一
一
一
日
は

公
れ
ど
も

共

第

二

項

に

該

位

す

る

事

項

を

叙

説

す

る

に

設

A
Y

℃

は

其

法

規

を

原

則

秘

す

る

で

若

く

践

校

的

h

札
制
脈
問
料
、
ど
絡
し
た

b
是

れ

従

来

保

持

せ

る

率

訟

を

防

〈

執

っ

の

結

巣

と

し

℃
(
山
内
一
円
件
。
ダ
訴
件
。
一
=
・

S
H
5
2
d
F
M
C
C・
ー

り

gwゲロ円一
m
L出
口

P
M
W
L

・阿.∞・
H
H
J吋

ピ
ド
)
立
法
省
の
滋
忠
に

典

み

せ

び

る

の

殺

す

'̂、

所

な

る

べ

し

飴

つ

℃

解

持

論

と

し

℃

は

校

本

的

に

諜

れ

る

も

の

と

忠

悦

せ

、

り

る

総
つ
℃
我
氏
法
第
一
台

僚

の

意

義

如

何

と

い

ふ

に

之

を

仰

附

す

る

も

の

茶

説

多

〈

は

不

印

不

縦

い

じ

℃

深

く

其

根

底

に

立

ち

入

ら

ま

る

が

放

に

法

制

加

の

引

用

は

印

ち

鮮

側

特

な

り

や

と

成

ぜ

し

hu
る

も

の

無

言

に

非

ら

ず

故

に

共

怠

の

わ

る

彪

を

了

解

す

る

こ

と

難

し

之

総

も

英

光

資

ぜ

る

" ，・ 1

議
誌
を
絞
々

洩

ら

び

れ

た

b
L
ι

信

ず

る

も

の

〉
燃
料
の

二

-K
皐
げ
ん
に
。

或

は

日

く

意

思

の

決

定

か

会

く

代

理

入

に

放

任

せ

ら

る

〉

時

は

怠

思

表

示

は

代

淑

人

の

そ

の

行

絡

な

ら

代

理

人

が

本

人

の

指

図

。

ど

受

け

℃

事

を

行

ム

ベ

ふ
-d

場

合

に

於

℃

は

茶

指

闘

の

存

す

る

範

囲

内

代

於

℃

は

代

理

人

は

本

人

の

意

思

の

携

格

者

な

b
此

場

合

に

は

代

理

人

の

み

が

怠

ぬ
理
行
然
の
嬰
・
件
一
J
伊

J
訴
す

一
永
八
七

川

山

を

形

成

す

る

に

ゐ

ら

ず

代

理

人

之

本

人

と

が

共

同

し

℃

之

を

形

成

す

る

な

b
放

に

意

思

表

不

は

代

理

人

の

み

の

行

然

に

非

す

し

℃

本

人

t
乙
代
理
人
・
と
の
共
同
行
殺
な

b
法

定

代

理

の

場

A
W
に

於

℃

は

代

理

人

、

が

滋

忠

を

決

定

し

本

人

は

之

に

輿

ら

ず

放

に

意

思

表

示

は

代

理

人

の

み

の

行

錯

な

り

任

意

代

理

の

み

に

於

℃

は

本

人

が

会

く

参

山

県

せ

診

る

場

合

之

代

理

人

が

本

の

人

指

闘

に

従

っ

て

取

'
K
行

、

ふ

場

合

と

ゐ

る

を

以

℃

之

を

代

理

人

の

み

の

行

矯

j
h
潟

す

ぺ

主

会

場

45 

と

本

人

及

代

迎

人

の

共

同

行

斜

と

錯

す

ぺ

主

場

合

ゐ

る

乞

知

る

可

し

と

。



噌

r伐
謝
執
行
然
の
附
賀
川
件
ら
…
許
す

識
は
臼
く
代
理
人
、
が
専
ら
本
人
の
指
闘
に
悶

b
て

行

錯

を

錯

し

た

る

時

は

代

理

人

は

自

己

の

五
八
八
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意
思
を
表
示
す
る
と
一
五
ふ
も
資
際
は
本
人
の
意
思
を
賞
行
す
る
に
、
過
ぎ
ず
放
に
索
、
「
ド
レ
ス
デ

ン
」
専
制
御
専
業
に
倣
び
此
制
限
を
加
ふ
「
特
定
の
行
殺
し
特
に
指
定
し
た
る
行
錯
寸
委
托
せ
ら
れ
じ
放
に

委
任
に
悶
る
代
迎
の
外
に
は
趨
朋
な
し
「
本
人
の
お
闘
に
従
ク
是
れ
最
も
必
要
な

b
俄
A
7
其

委

任
事
件
は
府
内
丸
の
行
錯
に
非
当
る
も
一
々
本
人
の
指
闘
に
川
従
以
た
る
時
は
本
僚
を
適
用
す
べ

し
(
制
御
二
草
一
三
六
二
項
)
云
々
と
。
」

邸

ち

是

に

依

る

時

は

一

は

第

百

一

保

第

二

項

の

趨

朋

ど

受

く

べ

a
d
代

理

行

錯

を

以

℃

共

同

行

錯

と

な

し

た

b
是

就

に

獅

氏

の

解

将

に

閲

す

る

評

論

に

於

℃

述

べ

た

る

臓

に

よ

b
共

謀

謬

允

る

?

と

は

容

易

に

知

る

乙

と

を

得

べ

し

と

雌

も

般

A
Y

に

母

訟

の

制

定

白

系

を

無

税

し

般

原

代

我
氏
桧
の
俊
文
代
付
い
℃
之
を
見
る
も
備
は
其
怠
を
解
す
る
に
苦
ま
診
る
、
と
ど
待
ず
。
論
潜
の

理
由
1

乙

す

る

彪

は

蓋

し

本

人

の

お

闘

は

代

理

行

潟

の

悲

閃

た

る

意

思

表

示

の

一

分

子

を

潟

す

が
放
な
A

Y

L

い
ふ
に
あ
る
も
の
〉
如
し
。
日
記
れ
一
総
理
な
込
-d

に

非

ら

ず

ι雌
も
闘
病
し
℃
溺
の
如

く
概
念
す
ぺ
b
d

も
の
t
f
n

せ
ん
か
。
本
人
の
お
岡
自
身
に
怠
却
の
欠
総
等
わ

b
た
る
と
お
d

は

薬

事

貸
は
就
れ
の
行
鴬
に
机
到
し
て
直
接
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
砂
利
す
可

3
か

代

理

行

潟

が

本

人

の
指
悶
あ
ι
リ

た

る

の

理

由

を

以

て

共

同

行

斜

と

な

る

も

の

l
L
せ

ば

共

事

貨

は

ほ

銭

に

代

理

行

鴻

其

も

の

に

封

し

て

影

響

を

及

ぼ

す

も

の

と

一

訴

は

京

る

可

か

ら

診

る

に

淫

ら

ん

若

し

否

ら

ず

と

せ

ば

代

理

行

潟

を

以

℃

共

同

行

銭

な

λ

り

と

錯

す

の

利

益

は

何

れ

に

あ

b
や

若

し

然

り

と

せ

ば
何
れ
の
法
規
を
以
℃
北
〈
校
波
と
斜
す
べ

A.r

や

一

は

云

々

此

制

限

を

加

ム

と

い

ふ

が

放

に

代

理
釘
殺
は
代
理
人
思
・
制
御
の
一
行
殺
な
る
乙
と
を
認
め
た
λ
y
t

見
る
乙
『
乙
を
符
ぺ
し
2

乙
蛾
も
英
代

現

行

潟

の

要

件

の

説

明

K
.主
つ

℃

は

柳

か

了

解

に

困

ま

公

る

を

得

設

る

も

の

ゐ

λ

リ
我
民
法
第

百

〕

侠

第

二

項

が

特

定

の

法

体

行

銭

を

委

托

せ

る

乙

と

及

代

四

人

が

本

人

の

お

闘

に

従

ぴ

挑

行

絡

を

絡

し

た

る

乙

と

の

ニ

ク

を

以

て

其

要

件

と

潟

す

乙

と

は

明

文

上

老

も

疑

ぴ

な

3
縫

な

る

可

し

然

る

に

以

上

の

Mm
秤

に

於

て

は

本

人

の

お

闘

に

従

p
m
乙
t
L
の

一

の

要

件

を

以

℃

足

れ

λ
y
l
乙
錦
し
特
定
の
法
律
行
鴻
一
百
々
の
要
件
は
全
く
之
を
不
用
税
し
此
要
件
の
存
す
る
場
合
と

不
は
ら
W
0
・
る
場
合
と
を
問
は
ず
お
に
本
須
の
迎
用
わ
る
も
の
f

乙

鋳

せ

る

は

少

し

く

法

規

の

意

義

を

披

大

す

る

も

の

に

し

℃

僻

科

の

珍

域

を

超

脱

せ

る

の

線

以

莫

3
に

非

び

る

か

是

れ

単

に

獅

乙

民

法

第

二

草

案

第

百

三

十

六

候

第

二

項

の

み

を

線

中

に

置

b
d

我
民
法
第
百
一
依
然
二
市
恨
の
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前

提

的

規

定

を

全

然

看

過

せ

る

よ

b
し
て
来
れ
る
説
謬
に
外
な
ら
公
る
可
し
。

代

理

行

mN
の
一
要
件
た
訴
す

ぷ
入
九



れ
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れ
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T
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3
ぽ

ピ

ト

r
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1s
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イ
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4
案

。

F
U
T
A
出

4

五
九

O

試

み

に

左

に

我

氏

法

務

官

先

づ

要

件

の

貼

よ

よ

り

せ

え

に

第

二
p

項

は

二

ケ

の

保

件

を

必

要

と

す

'

即

ち

仰

特

定

の

法

体

行

縛

み

ど

潟

す

乙

と

乞

委

托

せ

ら

れ

た

る

場

令

な

る

事

。

此

僚

件

は

之

を

分

析

す

る

時

は

三

ケ

に

分

か

付
・
代
型
機
が
委
任
行
終
に
よ
λ
リ

J

し

授

興

せ

ら

る

い

委

託

せ

ら

れ

た

る

法

律

行

銭

が

特

定

せ

ら

る

〉

い

英

授

典

芯

れ

た

る

代

湘

仕

様

が

限

定

的

の

も

の

な

る

乙

之

。

是

な

り

故

に

本

項

は

委

任

代

川

仙

の

場

合

に

非

wo
れ

ば

英

治

用

紙

し

又

本

人

が

委

託

す

べ

う

怯

枠

行

鴻

其

も

の

を

特

定

す

る

ー

し

と

を

要

す

る

か

放

に

之

を

特

定

せ

当

る

時

は

本

項

の

趨

別

無

き
も
・
の
と
削
除
ヨ

い

る

を

役

ず

例

へ

ば

成

物

口

仰

を

取

得

す

る

乙

と

乞

委

託

せ

ん

と

す

る

場

合

に

b
A
Y
℃

は

必

ず

良

質

交

換

又

は

賄

奥

等

の

名

稀

宥

し

く

は

意

味

を

表

指

し

て

委

任

古

川

刈

コ

ャ

目。べ

か

ら

ず

若

し

単

に

或

物

口

仰

を

取

得

せ

よ

之

依

頼

し

英

法

徐

行

怨

営

特

定

せ

次

る

時

に

は

本

項

の

趨

用

銀

き

も

の

t
乙
す
、
又
委
託
す
べ

3
法

旅

行

絡

が

特

定

せ

ら

る

〉

の

結

果

と

し

℃

代

四

仙

繕

其

も

の

る

亦

自

ら

限

定

せ

ら

る

〉

訟

に

一

般

的

代

迎

愉

般

の

存

す

る

州

場

合

的

ち

所

前

総

開

-‘・

授

縦

行

線

る

を

問

は

ト
、
川
辺

t
川
、
み
ふ

，A・
・
ぜ
や
L
F
，

J

F

a

b

-

る

が

依

に

る

之

飽

は

も

の

に

非

ー

ι
騰

も

備

ぼ

す

乙

と

48 

一
俊
第
一
一
項
を
解
線
せ
ん
。

に
指
闘
や
}

を
矯
す
ζ

み

に

℃

は

項

の

地

用

鈴

に

非

公

る

〉
ア
」
?
乙
。

7」

tc

代
輝
一
の
場
合
に
は
亦
本
項
の
趨
用
あ
ら
診
る
も
の
と
す
(
寸
角
的
r
z
s
o
k
p
F
0・
抑
広
三

何

本

人

の

指

闘

わ

ら

且

代

浬

人

が

之

に

従

以

℃

行

潟

を

し

た

る

之

本

人

の

指

闘

は

若

し

く

は

委

任

行

銭

の

裡

に

包

合

そ

ら

れ

た

る

よ

」

叉

全

く

猫

立

し

て

輿

へ

ら

れ

た

ぴ

る

が

放

に

集

方

法

の

如

何

に

拘

は

ら

ず

慰

に

共

お

同

わ

る

な

以

℃

足

れ

ら

と

す

代

淑

様

其

も

の

〉

力

に

依

b
℃

委

託

び

れ

た

る

法

律

行

錯

を

殺

す

の

様

簡

を

布

す

(
授
権
行
矯
又
は
委
任
行
矯
の
内
自
称

fc
指

闘

の

内

容

と

が

瓦

に

相

関

連

し

℃

分

間

す

w
d

る

場

合

は

純

く

別

f
乙
し
て
)
特
に
本
人
の
輿
へ

た

る

指

闘

を

受

く

る

之

-V-
要

す

る

ら
ず
之
を
受
〈
-
る

tι
否

'

乙

は

全

く

其

随

意

に

属

す

而

し

℃

一
日
一
之
を
受
け
た
る
時

は

之

に

反

し

℃

行

縛

在

殺

す

も

潟

め

に

共

議

反

が

直

接

に

代

理

行

線

に

影

響

を

及

な

し

随

つ

℃

斯

の

如

2
場
合
.
に
は
本
項
の
迎
用
・
あ
る
乙
と
無
し
又
本
人
が
結
縁
的

縛

し

且

代

理

人

が

之

に

従

び

℃

行

潟

を

錦

す

乙

と

を

要

す

る

が

放

に

本

人

が

指

闘

と

無

〈

除

問

中

に

代

理

人

に

於

℃

行

潟

を

銭

す

乙

tc
を

知

ι
り
'
℃
之
宮
制
止
せ
ヨ
ふ
の

本

項

の

趨

用

を

生

そ

ず

デ

y

シ
プ

Y

ヒ

が

獅

滋

民

訟

に

依

る

時

は

此

場

合

も

亦

本

.HJ 

あ

b
之

な

す

は

本

項

の

基

礎

概

念

を

読

解

せ

る

、

よ

b
慌

で

た

る

も

の

に

し

て

英

正

伐

現

行

銭

の

要

件

た

訴

す

五
九
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刊

現

行

鈎

の

要

件

た

際

主

る
所
以
は
悦
代
之
を
言
へ

b
、
又
代
理
人
が
本
人
の
お
闘
に
従
以
℃
行
潟
を
鴻
す
も
代
理
行
潟

に

影

響

を

及

ぼ

す

可

吉

事

情
1
乙

指

闘

と

の

問

に

何

等

の

開

係

無

3
時

は

勿

論

本

頃

の

漉

用

ゐ

五
;}L 

る

之

無

し

之

を

要

す

る

に

本

人

か

磁

極

的

に

指

闘

を

錦

し

代

理

人

が

之

に

従

以

℃

行

斜

を

斜

し

而

し

℃

薬

指

闘

と

行

鴻

に

影

響

を

及

ぼ

す

可

3
事

情

と

の

問

に

関

係

の

存

す

る

場

合

代

限

b
本
項
の
趨
用
あ
る
も
の
…
と
す
。

本

頃

の

規

定

の

寅

質

品

甚

だ

簡

翠

な

b
、
却
ち
前
拐
の
要
件
を
具
備
し
℃
錯
し
た
る
代
理
行
潟

は

本

人

の

行

潟

に

非

ら

ず

又

本

人

と

代

理

人

と

の

共

同

行

錯

に

も

非

ら

ず

法

律

上

代

於

℃

代

浬
人
白
身
の
間
半
制
御
の
行
殺
と
概
念
す
べ

3
も

の

な

b
是
放
に
意
思
の
欠
鋭
、
詐
欺
等
意
思
表
示

の

殺

カ

に

影

響

を

及

ぼ

す

べ

B
事
貨
の
有
無
は
第
百
一

理

人

に

付

言

之

れ

を

定

め

診

る

可

か

ら

ず

唯

代

理

人

に

或

事

情

の

知

若

し

く

は

過

失

不

知

な

イ東
第

一
一
吸
の
原
則
に
依
A
Y

凡
べ

℃ 

代

〈

本

人

に

之

あ

ら

た

る

場

合

に

於

て

本

人

の

大

れ

を

問

は

訟

る

乙

と

tc
す

る

時

は

寅

際

上

接

し
お
d

弊

容

を

生

ず

る

の

成

わ

る

を

以

て

法

律

は

此

弊

害

を

防

濁

せ

ん

が

殺

め

に

換

言

せ

ば

倒

人

の

利

金

と

枇

曾

の

利

盆
1

乙

を

調

和

せ

ん

が

斜

め

に

浬

諭

を

貫

徹

す

る

乙

と

を

怨

ロ

ず

特

に

例
外
、
と
し
て
本
人
の
知
若
し
く
は
過
失
不
知
を
悶
〉
ぞ
と
と
絡
し
た
る
も
の
な
1
9
、
放
に
狭
紛
的

o."，、

に
解
将
せ
る
本
項
の
法
制
加
の
内
に
入
、
b
芯

る

事

項

を

包

会

す

る

場

合

は

凡

ぺ

℃

第

一

項

の

溺

加
を
受
〈
べ
込
己
乙
I
乙
勿
論
な
ム
ツ

ιす
而

し

℃

本

人

の

意

思

の

欠

侠

等

は

知

若

し

く

は

過

失

不

知

ど

除

〈

の

外

凡

ぺ

て

本

人
I

乙
代
混
入
t
乙
の
聞
に
起
F

り

た

る

意

思

表

示

に

到

し

℃

直

接

に

影

響
・
を
及
ぼ
す
べ

h
d
も
代
理
行
線
に
制
到
し
℃
は
決
し
℃
底
践
に
其
影
響
曲
ど
及
ぼ
す
乙
と
鉱
山
き
は

亦

特

に

言

を

須

wo
る
腐
な

50

余

が

代

理

行

活

の

要

件

を

評

す

と

.

題

し

本

稿

の

冒

頭

に

於

℃

問

題

の

総

時

を

縮

少

し

宇

と

し

代

理

行

伐

の

要

件

か

訴

す

五
九

J

し
任
怠
代

mM
中
我
民
法
の
解
制
作
よ
λ

ソ
生
ず
可
b
d

所

謂

限

定

限

代

理

機

を

布

す

る

代

斑

人

の

行

潟
の
要
件
、
に
付
い
℃
少
し
く
論
誌
を
試
み

A
i
s二
試
ひ
た
る
は
郎
ち
此
第
百
十
佼
第
二
回
引
の
代

迎

行

殺

の

要

件

を

指

示

せ

る

も

の

な

h
、
地
論
評
を
此
慮
に
悲
げ
ん
!
と
す
る
に
先
だ
ち
代
刊
の

概

念

に

関

す

る

事

説

の

大

要

を

説

b
d

次
で
日
制
御
雨
凶
法
規
に
制
す
る
挙
者
の
解
制
作
に
付
b
d

先

づ

論

評

を

試

み

た

る

所

以

は

他

な

し

蓋

し

前

述

す

る

が

如

〈

比

法

規

の

資

質

乙

そ

貨

に

従

来

事

者

間

に

起

b
た

る

論

議

の

結
F

九
で
解
け
w
d

る
庇
の
問
題
の
焼
貼
・
と
も
稀
す
べ

3
筒

鴎

を

表

明

し

之

を

解

決

せ

る

も

の

な

れ

E
も
患
者
の
解
秤
直
々
一
日
一
れ
る
を
以
つ
℃
先
づ
業
向
惑
と
定

義
之
を
明
か
に
す
る
に
あ
、
b
ず
P

九
ば
其
要
件
に
劉
す
る
論
議
削
は
殆

P
A
E
今
一
く
無
意
義
に
締
す

ら1



代

理

行

m
N
の

要

件

あ

捺

す

五
九
問

r;:o 
・l}~

べ
し
之
信
ぜ
る
が
放
な
ム
リ
。

我

民

法

第

百

一

保

第

二

項

は

前

惑

の

如

く

二

ケ

の

依

件

を

必

要

1

」

な

し

た

久

的

ち

特

定

の

法

枠

行

筋

ど

殺

す

と

之

を

委

託

せ

ら

れ

た

る

乙

1

乙

及

代

理

人

が

本

人

の

指

闘

に

従

ぴ

其

訂

鴻

配

絡
し
た
る
乙
と
是
な
ム
ソ
是
れ
果
し
℃
立
法
者
の
真
意

k
表

示

せ

る

も

の

と

見

る

乙

之

を

符

ペ

き
や
一
台
や
此
践
に
少
し
く
疑
念
の
生
ず
る
も
の
わ

b
若

し

之

を

以

て

立

法

者

の

奨

窓

の

表

J.小

な
れ
リ
と
せ
ば
其
奨
怠
た
る
や
こ
れ
蓋
し
斯
く
の
如
く
な
る
可
し
仰
ち
一
日
一
原
則
1

乙
し
℃
代
表

主

義

を

採
t

り
た
る
以
上
は
能
ム
限
ム
リ
英
主
義
を
貫
徹
せ
ゲ
る
可
か
ら
ず
然

b
と

蛾

と

も

叉

会

然

之

を

貫

徹

せ

え

と

欲

す

る

時

は

一

方

に

於

℃

意

志

主

義

の

骨

子

を

拾

℃

他

の

一

方

に

於

℃

代

表

主

義

に

劉

す

る

攻

離

の

集

中

勅

た

る

寅

際

上

の

弊

容

の

生

ず

べ

お

筒

践

乞

も

亦

併

せ

て

抹
周
せ
な
る
可
ら
去
る
乙
と
〉
終
る
が
放
に
唯
此
結
を
例
外
!
乙
し
て
救
治
の
策
。
乞
議
、
ず
る
を

治

常

之

な

し

た

れ

ど

も

而

も

此

例

外

は

最

も

狭

院

な

る

総

悶

に

之

を

止

な

る

乞

以

℃

得

策

な

b
と

錯

し

遂

に

獅

滋

氏

法

草

案

第

百

十

八

僚

の

要

件

と

第

二

草

案

策

百

三

十

六

傑

第

二

項

の

要

件
f
乙

乞

併

合

し

℃

採

用

す

る

乙
t

乙
f
乙
対
し
た
る
も
の
な
る
可
し
、
旧
恥
し
℃
然

b
と
せ
ば
立
体
似

上

の

考

案

J
目

し

て

定

に

一

憾

の

理

な

き

に

非

ら

ず

と

錐

も

而

も

某

例

外

の

総

図

像

b

k
狭

飴

に

過

ヤ

る

が

故

に

却

っ

て

立

法

者

の

目

的

の

大

部

分

は

之

を

迷

す

る

£

能

は

w
d

る

に

去

る

の

虞

れ

な

3
を

保

せ

ず

A
1
取

締

な

る

設

例

を

以

℃

之

を

一

不

出

ん

か

叩

は

る

が

英

真

意

に

非

な

る

契
約
の
申
込
た
品
川
し
た
る
之
を
知
λ

リ
又
は
知
λ

リ
得
べ
か

b
し
に
も
拘
は
ら
ず
一
内
に
測
し
℃
特

定

的

に

代

浬

棋

を

授

典

し

英

市

込

の

承

訟

を

錯

す

べ

注

目

乞

指

図

し

た

る

場

合

に

於

℃

は

丙

が

善

意

な

る

も

某

契

約

は

成

立

す

る

と

と

無

し

然

る

に

者

し

甲

が

其

)

般

的

代

理

械

を

有

す

る

代

理

人

な

る

丁

に

封

し

其

申

込

の

承

諾

を

錯

す

可

b
d
U
M

を

指

闘

し

た

る

場

合

に

み

つ

℃

は

丁
一
が
ふ
役
立
な
る
時
は
英
契
約
は
有
放
に
成
立
す
る
こ
と
〉
な
る
可
し
叉
甲
は
乙
が
他
人
の
機

利

を

以

℃

史

民

の

目

的

と

鴻

ぷ

え

と

し

共

申

込

乞

処

し

た

る

こ

と

を

知

b
若

し

く

は

之

を

知

b
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ぺ
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よ
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潟
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℃
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滋
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も
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英
資
却
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た
る
権
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取
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℃
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縛
す
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乙
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乙
能
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診

る
時
比
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℃
甲
は
契
約
の
解
除
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川
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乙
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乙
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得

る
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損
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償
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る
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℃
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磯
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に
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又
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℃
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潟
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又
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合
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℃
損
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迎
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台
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問
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に
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を
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円
か
ら
ま
る
場
合
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す
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帯
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す
る
お
の
普

く

認
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u

る
底
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場
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右
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台
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℃
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潟
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右
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憶
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℃
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℃
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又
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鏡
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又
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℃
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又
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狭
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葦
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伐
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℃
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を
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